
　我が国は今、かつてない社会変革の中にあります。「2025年問題」は現実のものとな
り、生成AIをはじめとするデジタル技術の進化や気候変動など、社会の枠組みは大き
く変容しています。人口構造の変化や環境の激変が重なる今こそ、将来を見据え、循
環型社会を築くため、これまでの取組を止めることなく、私たち一人ひとりが今やる
べきことを共に考え行動し、さらなる改革を進める必要があります。
　本市は、令和７年度に国から選定された「SDGs未来都市」としての取組を推進力に、
まちづくりを進めます。令和８年度はSDGs未来都市計画を一部改定し、SDGsの理念
に「スマートウエルネスシティ」の視点を加え、健幸（ウェルネス） に住み続けられるまちづくりを進めます。誰もが健やかに暮らせる「SDGs未来都市・
西東京」を目指すとともに、第３次基本構想に掲げる「ともにみらいにつなぐ やさしさといこいの西東京」の実現に向け、市民一人ひとりが幸せを実感
できる「ウェルビーイング」の向上に着実に取り組みます。
　また、令和８年度においても、私の政策の４つの柱である「子どもが『ど真ん中』のまちづくり」「次世代につなぐ環境施策」「恒久平和への願いを市民
とともに取り組む平和施策」「若者と一緒にまちづくりを推進する若者施策」を基軸として、これらをさらに発展させ、市民の皆様がこのまちに住み続
けたいと思っていただけるよう、皆様のお声に耳を傾けながら、次世代へ歩む責任ある選択に、着実に取り組みます。

　本計画は「ともにみらいにつなぐ、『健幸』に住み続けられ
るまち西東京」を将来像に掲げています。経済・社会・環境
の好循環へ向け、地域産業の活性化、健康で自分らしく暮ら
せる社会、脱炭素・循環型社会の構築を推進します。特に田
無駅周辺の再整備や交通網強化による「健幸」空間創出プロ
ジェクトを核とし、多様な主体との連携で、誰もが豊かに暮
らせる持続可能な都市の実現を目指します。
　また、市ではSDGs未来都市に選定されたことを契機に、
さらなる普及啓発活動の一環として、ロゴマークを作成しま
した。このロゴマークは、多世代
が支えあい、平和の輪（リング）
でつながるまちづくりや、市が
目指す「子どもが『ど真ん中』の
まち」をイメージしています。
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一人ひとりが健幸になるまちへ

ともにみらいにつなぐ、「健幸」に住み続けられるまち

形あるものを次世代に形あるものを次世代に
令和８年の第１回市議会定例会は２月26日に開会し、一般会計予算案や各種議案を審議しています。

開会に当たり池澤隆史市長が施政方針を表明しました。

　私が２期目の市政運営を担ってから１年が経過しましたが、昨年は戦後80年の大き
な節目であり、次世代を担う若者を現地に派遣する「戦後80周年平和大使派遣事業」を
実施したことは、大変意義深いものでした。私自身も平和大使の皆さんと行動を共にし、
広島の地を歩き、広島平和記念式典に参列するなど、現地での体験や若者たちとの交
流を通して、平和大使である若者たちが平和を「自分事」として捉え成長する姿に、平
和への願いを未来へつなぐ「確かな一歩」を肌で感じました。こうした若者たちの頼も
しい姿に触れることで、私自身も、市政を一歩一歩、着実に前に進める決意を新たに
したところです。
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● 地域産業の強化と
「西東京ブランド」の
構築

●「農」とまちの共生
● 交流とにぎわいで

まちを活性化

活力と
魅力あるまち

●温室効果ガスの削減
取組の強化

●多様な連携で環境意
識を向上

●循環型社会の構築

環境にやさしい
持続可能なまち ●いつまでも健康で

元気に暮らす
●子どもが安心して

過ごす・育つ
●多世代がつながる

自立した地域

笑顔で自分らしく
暮らせるまち

施政
方針

若者とともに、市民とともに、
子どもたちの笑顔が輝き、
すべての人が幸せを実感できるまちへ



　施政方針とは、市政運営に当たり、市長がどのような考えや方針で市政を進めていくかを明らかに
するものです。市を取り巻く諸情勢を踏まえながら、主要な施策の方向性について表明します。

　本市の財政状況は、令和６年度決算において、経常収支比率は前年度比2.2
ポイント上昇の95.5%となり、財政調整基金残高は、前年度から５億3,420
万円減の37億335万円、基金現在高比率は8.7％となりました。
　今後の見通しとして、歳入面では市税収入などは堅調に推移すると見込
んでいますが、歳出面では人件費や社会保障関係経費の増加、施設などの
更新に加え、物価高騰の影響で財政負担が拡大しており、本市の財政は厳
しい状況にあります。
　令和８年度予算編成に当たっては、政策の４つの柱を発展させつつ、次

世代に形あるものを残していくために、SDGsの理念やスマートウエルネス
シティの視点などを踏まえ、施設整備や道路整備のほか、施設などの老朽
化対策に積極的に予算を配分しました。一方で、公債費管理の徹底や、歳
入の確保などによる財政調整基金残高の確保など、持続可能な財政基盤の
強化にも努めています。また、物価高騰への対応として、生活応援カード
などの経済対策の実施に向けた準備も進めています。
 
●一般会計の当初予算額（案） 915億7,800万円（前年度比3.3%増）

　令和８年度の市政運営における主要な施策についてご説明申し上げました。これからも多くの市民の皆様と対話を重ねながら市政
を前に進め、市民の皆様が西東京市に安心して暮らし、幸せを実感できるまちを目指し、市政運営に取り組んでまいります。
　令和８年度も、西東京市の発展に向けた歩みを止めることなく、全力で市政運営に臨んでまいりますので、市民の皆様ならびに市
議会の皆様の変わらぬご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

令和８年度の政策や取組は令和８年度予算成立後、実施する予定です

令和８年度から新しくスタートする事業をピックアップ

結びに

まちまち 生活生活わたしたちのまちまちや生活生活はどうなるの？

6つの重点的な取組と令和8年度の主要な取組

　子どもの命と健康を守るための切れ目のない支援体制を構築するとともに、保護者の子育てに対する孤立感や不安感の解消につなげ、安全・安心な学校生活
を送ることができるよう、学校教育環境の継続的な向上を図ります。
　こうした取組を総合的に推進し、子どもたちが地域において安心して暮らしていけるよう、「子どもが『ど真ん中』のまち」の実現に向けた環境を整えてまいります。

● PMH＊１との連携によるシステム改修（マイナ保険証を活用した受診環境整
備）

●「こども誰でも通園制度」の実施（就労要件を問わない保育所などの利用）
● ベビーシッター利用支援事業の開始（多様化する保育ニーズへの柔軟な

対応）
● 認定こども園へ移行する市内幼稚園への支援（待機児童対策の推進）
● 多胎児家庭支援事業の実施（健診時などのタクシー利用料金助成）
● 田無柳沢児童センターを「中高生特化型児童館」へ改修（中高生年代の居

場所整備）
● 学童クラブタイムシェアの新規実施（田無小・東伏見小・本町小・住吉小）

● 田無第三中学校・保谷第一小学校の建替えに向けた基本計画などの策定
（学校を核としたまちづくり）

● 小中学校普通教室の空調設備更新と増設
● 田無第二中学校のトイレ環境改善
● 給食調理室への空調設備設置
● 給食調理器具の更新（真空冷却器の導入、老朽機器などの更新）
●（仮称）特別支援教育推進計画の策定
● 音声出力会話補助装置などの導入
● スクールソーシャルワーカーの増員
● 中学校部活動の地域展開の推進

子どもにやさしいまち
　災害への備えを万全にするため、災害に強く、誰もが快適に移動できる都市空間の形成を目指すとともに、激甚化する豪雨災害への対策やインフラの老朽化
対策、住宅の耐震化などを着実に進め、地域の防犯力を高める支援や、環境負荷の低減、都市の緑（みどり）の確保に向けた歩みを力強く進めます。
　こうした取組を総合的に推進し、どのような災害リスクや環境変化があっても、地域の中で命と暮らしが守られ、誰もが快適に過ごせる「安心・安全で快適な
まち」の実現に向けた基盤を整えてまいります。

● 西武新宿線連続立体交差事業の推進（鉄道付属街路の用地取得）
● 東伏見駅周辺地区まちづくり基本計画の策定
● 都市計画道路３・４・17号線の予備設計着手（駅周辺のネットワーク構築）
● 田無駅南口交通広場道路築造工事への着手
● 都市計画道路３・４・24号線街路部および市道118号線の用地取得推進
● 都市計画道路３・５・10号線の事業認可取得（ひばりが丘団地交番前付近～谷戸新道）
●「はなバス」車両更新とバスロケーションシステム導入準備
● 市南部地域における新たな移動手段の検討に向けた実証運行継続と検証の開始
● 公園指定管理者制度の市内全域への拡大（質の高い管理の実施と新たな魅力創出）
● 住吉森林公園用地の公有地化（都市のみどりの確保）
● 雨水溢

いっ

水
すい

対策工事の実施（向台町一丁目地内、北町四丁目地内）
● 雨水管布設替えおよび雨水貯留浸透施設の整備（南町六丁目地内）
● 雨水溢水対策に向けた実施設計（下保谷二丁目地内、向台町二丁目地内）および調

査（下保谷三丁目地内など）の実施
● 下水道施設の計画的な管更生工事と旧日特管の老朽化対策の実施
● 環境学習の充実（にしとうきょうの森の整備、北杜市との合同による木工体験、

森林整備を体感する活動の実施）

● 地球温暖化対策の実施（省エネルギー型機器買い換え助成の継続、クールシェア
スポットの拡充）

● 廃棄物収集委託料の見直し（安定的な収集体制の維持）
● 指定収集袋（ごみ袋）へのバイオマス素材を導入した試験運用（CO２削減効果等の検証）
● 消防団第５分団詰所の建替え工事の着手
● 防火貯水槽の設置（ひばりが丘北四丁目地内）
● 田無庁舎等の非常用自家発電機の更新・整備（業務継続性の確保）
● 防災行政無線設備の更新
● 木造住宅の耐震診断・改修等助成の拡充（上限額引き上げ・要件拡充）
● 分譲マンション耐震診断・改修等助成の拡充（上限額引き上げ）
● 一般緊急輸送道路沿道建築物への耐震診断・改修等助成制度の

創設
● 防犯活動団体等への防犯カメラ補助の拡充（設置費に加え運用

経費も補助）
● 住宅等の防犯対策助成制度の継続

安心・安全で快適なまち

　市民の皆さまが住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく自立した生活を送るため、心身の活力を維持するフレイル予防や社会参加を促進するとともに、年
齢を問わない切れ目のないひきこもり支援の推進や、障害のある方が地域の中で安心して暮らし、社会に参加できる共生社会の実現を目指します。
　こうした取組を総合的に推進し、どのような年代や状況にある方であっても、地域の中で笑顔で、そして健やかに暮らし続けられる「健康で元気なまち」の実
現に向けた基盤を整えてまいります。

● 高齢者補聴器購入費の補助開始（コミュニケーション支援とフレイル予防）
● 健康eスポーツ事業の拡充（オンラインによる地区別対抗戦の実施や
「ねんりんピック」に向けた機運醸成）

● 下保谷福祉会館の浴場施設改修（多目的室としての再生）
● 認知症のケア技法「ユマニチュード＊２」の普及・実践
● 在宅療養連携支援センター「にしのわ」の体制強化（24時間365日の市内

診療体制構築支援）

● 手話施策の推進（「手話の日」に合わせたライトアップなど）
● 窓口への字幕表示スクリーン導入（聴覚障害者などへの対応サポート）
● ひきこもり支援の推進（幅広い世代を対象としたプログラムの充実や講演

会開催）
● 特定健康診査の受診率向上（個々の特性に応じたきめ細やかな受診勧奨）

健康で元気なまち

　市民の皆さまとまちの未来をともに考え、持続可能な社会の担い手として活躍できるよう、多様な主体が連携・協働する環境づくりを目指すとともに、SDGs
の理念のもと、次世代を担う若者たちが希望を持って市政に参画できる仕組みを整え、恒久平和を語り継ぐ活動や、地域経済を支える商工業・農業の活性化に
向けた支援を強化します。
　こうした取組を総合的に推進し、どのような社会変革の中であっても、地域の中で一人ひとりの活力が引き出され、ともに未来を創り上げる「市民とともに発
展するまち」の実現に向けた基盤を整えてまいります。

● SDGsをテーマとするプラットフォームの設置（多様なステークホルダー
がつながり、課題認識や目指す将来像を共有する場の創設）

● 若者支援の実施（奨学金返還支援事業の開始）
● 若者の参加・参画機会の充実（若者会議の開催）
● 平和の担い手の育成（平和大使事業の実施、子ども・若者平和ワーク

ショップの開催）

● ハンサムママプロジェクト10周年記念イベントの開催
● DX化推進事業の創設（市内事業者の経営課題解決支援）
● 商店街活性化推進事業の補助率拡充
● 商店街防犯カメラ等設置・運用経費への助成継続
● 農業用施設栽培促進支援補助金の拡充（ビニールハウス等整備費用の
　助成）

市民とともに発展するまち

　市民の皆様へ将来にわたり質の高い行政サービスを提供できるよう、持続可能で自立的な自治体経営の確立を目指すとともに、デジタル技術の積極的な活用
や抜本的な業務の見直しを通じて、職員は職員でなければできない業務に注力できる体制を構築するとともに、窓口における快適な手続き環境の提供や、分か
りやすい情報発信基盤の整備、魅力の発信による歳入の確保などを進めます。 
　こうした取組を総合的に推進し、どのような社会課題や財政状況の変化に対しても、強固な財政基盤と柔軟な組織体制により、次世代に責任を持てる「行財政
基盤の強化を絶えず目指すまち」の実現に向けた基盤を整えてまいります。

● 全庁的なBPR（業務改革）の推進（全庁業務量調査の実施）
● 市ホームページのリニューアル（利用しやすく、分かりやすい

情報発信基盤の整備）
● システム標準化の推進
● マイナンバーカード専用窓口の設置（混雑緩和と待ち時間の短縮）

●「書かないワンストップ窓口」実現に向けた取組推進（申請書・
手続の簡略化）

● ふるさと納税の拡充（ポータルサイト掲載拡大・魅力ある返礼
品拡充）

行財政基盤の強化を絶えず目指すまち

　市民の皆さまが心身の健康を保ち、まちへの愛着や誇りを育むことができるよう、多様な世代が集い憩える環境づくりを目指すとともに、地域活動の拠点
において、デジタル技術も活用しながら誰もが利用しやすい居場所を整え、市民協働による歴史や文化の継承、そして誰もがスポーツに親しめる機会の充実
を図ります。
　こうした取組を総合的に推進し、どのような世代であっても、地域の中で豊かなつながりを持ち、活気と笑顔があふれる「集える場とつながりのあるまち」の
実現に向けた基盤を整えてまいります。

● 市民まつりへの支援強化（物価高騰などを踏まえた継続開催支援）
● 旭のかりん糖 西東京市スポーツセンターの大規模改修に向けた実施設計

の実施
●「きらっと」の体育室などの床修繕、武道場の畳替え
● 総合型地域スポーツクラブへの支援継続（障害者スポーツの推進・身近

な地域でのスポーツ機会の拡充）
● 文化施設（タクトホームこもれびGRAFAREホール・J:COMコール田無・

市民文化プラザ）の一体的指定管理者制度導入の検討

●「したのや縄文の里 秋まつり」20回記念開催と市民協働の推進
● 下野谷遺跡の公有地化（用地取得の推進）
● 文化財保存活用懇談会の立ち上げ（市民が考える文化財の効果的な活

用方法や情報発信などの意見交換）
● コミュニティセンターなどへの公衆無線LAN（Wi-Fi）整備（デジタル

技術を活用した多様な市民活動のサポート）
● 保谷駅前公民館や図書館の空調機器更新
● 保谷庁舎敷地の活用（事業者による施設整備に向けた準備への着手）

集える場とつながりのあるまち

若
者
支
援

高
齢
者
支
援

奨学金返還支援事業
奨学金返還による経済的負担を軽減し、若者の生活支援を行います。

支援額
奨学金返還額の２分の１（１回当たり上限５万円・年間最大10万円）

主な要件
令和８年４月１日時点で29歳以下の方（大学等卒業後３年以内であること）
自らの名義で奨学金の貸与を受け、返還していること
西東京市公式LINEを友だち追加
市が実施するアンケートへの回答

高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業
補聴器購入による経済的負担を軽減し、高齢者の生活支援を行います。

支援額
補聴器本体の購入費用のうち４万円

主な要件
市内に住所を有し、満65歳以上の方（住民税非課税であること）
中等度難聴と診断された方
補聴器に詳しい耳鼻咽喉科医の診察を受けていること
市が実施するアンケート調査への協力

＊１ ＰＭＨ
Public Medical Hub（パブリックメディカルハブ）の略であり、自治体、医療機関、薬局、市民を個人番号カード（マイナンバーカード）で連携するもの

＊２ ユマニチュード
「あなたのことを大切に思っています」というメッセージを相手が理解できるよう伝えるためのコミュニケーション技術
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西東京市の財政状況と令和８年度予算の概要

施政方針って何？



QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　繁忙期（３月13日～４月18日
㈯）に土曜日窓口で転入・転居の
手続および同日にマイナンバー
カードの住所変更手続をする場合
は、以下の対応となります。
□第１・２㈯
● 午前11時までに窓口受付完了

の場合：続けて手続可能
● 午前11時以降に窓口受付完了

の場合：マイナンバーカードの
住所変更は午後２時以降可能

□第３・４㈯
● 午前11時30分までに窓口受付

完了の場合：即日でマイナン
バーカード住所変更手続が可能

● 午前11時30分以降に窓口受付
完了の場合：即日でのマイナン
バーカード住所変更手続は不可。
後日もう一度来庁し、マイナン
バーカード住所変更手続が必要▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

繁忙期の土曜日窓口を利用される方へ

　もしがんだったとしても、発見
が早ければ早いほど治療の選択肢
が広がります。まだ受診していな
い方はぜひ医療機関にご予約くだ
さい。なお、手紙や電話で受診状
況を確認する場合がありますので

ご了承ください。
　精密検査の受診や検査などにつ
いてご不明な点がある場合は、下
記へお問い合わせください。▲

健康課o
　p042－439－3526

がん検診　精密検査の
受診はお済みですか

　４月１日㈬から、高齢者肺炎球
菌予防接種のワクチンはより高い
有効性が期待できるため、20価へ
変更となります。
d高齢者肺炎球菌予防接種を初め
て受ける方で、次のいずれかに該
当する方
● 接種当日に65歳の方　 ● 接種
当日に60歳以上65歳未満で、心
臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の
障害またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に身体障害者手
帳１級程度の障害がある方
g自己負担額5,000円（予定）　
※生活保護受給世帯・中国残留邦

人等支援給付世帯の方は、証明書
を医療機関に提出すれば無料　
※65歳の方には誕生日の月末に
接種券送付。転入手続をされた方
は要申込
i ● はがき：氏

ふ り

名
が な

・住所・生年
月日・電話番号を〒202－8555
市役所健康課肺炎球菌担当へ
● 窓口：健康課（防災・保谷保健

福祉総合センター４階）、保険
年金課（田無庁舎２階）

● 右記QRコードから▲

健康課o
　p042－438－4021

市k

高齢者肺炎球菌予防接種

　結核は、今でも年間１万人以上
の新規結核患者が発生し、約1,600
人が命を落としている日本の主要
な感染症です。結核はどの年代も
かかる可能性のある病気です。早
期発見・早期治療は本人の重症化
を防ぐためだけでなく、大切な家

族や職場などへの感染の拡大を防
ぐためにも重要です。周囲の人に
感染させないために、職場・学校
などの健康診断や胸部健診を毎年
受けるようにしましょう。▲

健康課o
　p042－439－3526

結核は過去の病気ではありません
３月24日は世界結核デー

凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内
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税・保険・年金
新築住宅に対する固定資産税
（家屋）の減額措置が終了します

　次のいずれかに該当する住宅は、新
築住宅に対する固定資産税の減額措置

（２分の１減額）が令和７年度で終了と
なり、令和８年度から本来の税額に戻
ります。
● 平成30年１月２日～平成31年１月

１日に新築された３階建て以上の準
耐火構造または耐火構造の長期優良
住宅

● 令和２年１月２日～令和３年１月１
日に新築された長期優良住宅または
３階建て以上の準耐火構造もしくは
耐火構造の一般住宅

● 令和４年１月２日～令和５年１月１
日に新築された一般住宅▲

資産税課np042－460－9830

くらし・環境
地域サポート「りんく」の
窓口の変更

　高齢者のささえあいの仕組みづくり
を推進している地域サポート「りんく」
は、４月１日から高齢者支援課（田無
第二庁舎１階）に窓口の場所が変わり
ます。
　ささえあいネットワーク事業・介護
支援ボランティア制度についての連絡
先は、現在調整中です。決まり次第改
めてお知らせしますが、当面の間は以
下へご連絡ください。▲

高齢者支援課n
　p042－420－2811

選挙
３月１日現在の選挙人名簿登録
者数（定時登録）などが確定

□登録者数
男 女 計

令和８年
３月１日現在（A） 82,218人 89,331人 171,549人

令和７年
12月１日現在（B） 82,293人 89,421人 171,714人

増減
（A）－（B） 75人減 90人減 165人減

□今回の定時登録の要件
● 日本国民
● 平成20年３月２日以前に出生
● ３月１日現在、引き続き３カ月以上
居住している（他市区町村から転入し
た場合は、12月１日までに本市の住
民基本台帳に記載）または、11月１日
以降の転出で、転出前に３カ月以上居
住していた
□在外選挙人名簿登録者数

男 女 計
令和８年
３月２日現在（A） 99人 133人 232人

令和７年
12月１日現在（B） 97人 127人 224人

増減
（A）－（B） ２人増 ６人増 ８人増

□今回の在外選挙人名簿登録などの要件
①①日本国民
②②登録申請時に18歳以上
③③国外に住所を有し、次のいずれかに
該当する
● その者の住所を管轄する領事官の管

轄区域内に引き続き３カ月以上住所
がある

● 本市の選挙人名簿に登録されており、
出国前に海外への転出届および在外
選挙人名簿登録移転申請をしている▲

選挙管理委員会事務局n
　p042－420−2801

募集
令和９年４月１日採用
昭和病院企業団職員（正規職員）

□職種　一般事務（地方公務員）
□採用予定人数　若干名
□応募資格　平成13年４月２日以降
に生まれた人で、令和９年３月31日
までに大学または短大を卒業見込の人
もしくは卒業されている人
□申込受付期間　４月３日㈮まで

□その他　第一次試験は、小論文試験・
集団討論または個人面談
※詳細は問のkへ
j昭和病院企業団人事課
　p042－461－0052▲

健康課op042－438－4021

その他
寄附

　市政へのご協力をいただき、誠にあ
りがとうございました。お名前などの
公表を承諾いただいた方のみ掲載して
います。
✿トヨタモビリティ東京㈱代表取締役
社長 佐藤康彦 様▲

企画政策課n
　p042－460－9800
✿折元宗和 様（10万円）
✿柴田淳志 様（１万5,000円）
✿杉山裕一 様（１万5,000円）
✿鳥羽瀬敬ニ 様（金員）
✿豊泉弥生 様（１万円）
✿東大農場・演習林の存続を願う会 様

（５万円）
✿東大農場の緑を残す市民の会 様

（５万円）
✿匿名（１万5,000円）
✿匿名（１万円）▲

広報プロモーション課n
　p042－460－9804
✿親泊奈緒美（ペンネーム イチバナ
オミ） 様（書籍）
✿（一社）東京馬主協会 様（ペットロ
ボット）
✿匿名（玩具）
✿匿名（玩具）▲

総務課np042－460－9810

　輸血用血液の確保が厳しい状況
が続いています。西東京市献血推
進協議会による献血を実施します
ので、皆さんのご協力をお願いし
ます。
a３月23日㈪ ● 午前９時30分～
11時30分　 ● 午後０時50分～３

時30分
b田無庁舎２階　d16～69歳の
方　 ※65～69歳 の 方 は、60～
64歳の間に献血経験がある場合
は、献血できます。▲

健康課o
　p042－438－4021

献血のご協力をお願いします！



　JA東京みらい保谷支店の移転
および建物解体に伴い、４月１日
㈬から停留所名称を「泉町２丁目」

に変更します。なお、時刻表の変
更はありません。▲

交通課op042－439－4435

「JA東京みらい保谷支店」
停留所名称変更

はなバス第２ルート

　市kのトップページへバナー広告の掲載を希望する方を募集してい
ます。
□掲載料　月額２万5,000円
□掲載期間　掲載希望月の１日から

（１カ月単位・最長12カ月まで）
掲載場所や申込方法などの詳細は市kへ▲

広報プロモーション課np042－460－9804

市ホームページで
あなたのお店を宣伝しませんか？

　はなバス第４北ルート・第４南
ルートは令和７年５月７日より減
便ダイヤで運行していましたが、
全国的なバス運転士不足が続く中、
はなバスを今後も継続して運行す
るため、４月１日㈬の始発より運
行ダイヤを改正します。
※詳細は市kや各停留所の掲示
物へ
□ダイヤ改正のポイント
●限りある人的資源の中で、可能
なかぎり多くの便数を確保でき
る運転士の配置を行います。

●定時性および安全性を確保し、
運転士の負担軽減・離職防止を
図るため、運行間隔を見直しま
す。
□時刻表配布場所
　田無庁舎２階総合案内、防災・
保谷保健福祉総合センター１階警
備室前、東分庁舎２階交通課窓口、

ひばりヶ丘駅前出張所、柳橋出張
所、芝久保公民館、保谷駅前公民
館、西武バス田無駅案内所・ひば
りヶ丘駅南口案内所・花小金井駅
案内所

　ダイヤ改正後も引き続き運転士
の確保に対する支援を行いながら、
必要に応じてダイヤ改正を検討す
るなど、利便性の向上に向けて取
り組んでいきます。ご迷惑とご不
便をお掛けいたしますが、ご理解
をお願いします。▲

交通課o
　p042－439－4435

はなバス第４北・南ルートの
ダイヤ改正（4月1日から）

市k
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≪下郷町kのブックマーク登録を≫　災害などで市kが更新できない場合、姉妹都市の福島県下郷町kに災害関連情報を代理掲載します。　

▲

広報プロモーション課n

市k

機能①① あなたの希望に合わせた
	 メッセージをお届け

機能②②「これは何ごみ？」	 ごみの出し方などを自動返答！

機能③③ ごみの出し忘れ防止に便利！
	 ごみ収集日を自動でお知らせ
機能④④ 道路・公園などの不具合通報

▲

広報プロモーション課n
　p042－460－9804

便利機能が盛りだくさん！
西東京市公式LINE

友だち追加 機能詳細

事案名　西東京市新型インフルエンザ等対策行動計画（素案）
�

▲

健康課op042－439－3526　
▲

危機管理課op042－438－4010
【公表日】３月12日　【募集期間】１月５日～２月４日　【意見件数】０件（０人）

お寄せいただいた主な意見 検討結果
ご意見はありませんでした

事案名　西東京市耐震改修促進計画（素案）
�

▲

住宅課op042－438－4052
【公表日】３月13日　【募集期間】１月15日～２月16日　【意見件数】３件（１人）

お寄せいただいた主な意見 検討結果
　空き家に特化した耐震診断および解
体補助の拡充（１件）

　空き家を含む西東京市内の住宅・建
築物の耐震化に関する助成を市民の皆
さまにご利用いただきやすい制度とな
るよう整備に努めてまいります。
　また、空き家を対象とした施策につ
いては、「西東京市空き家等対策計画」
の改定に向けて、ご意見などを参考に
調査、研究を進めてまいります。

　空き家の建替えおよび不動産流通
（販売）への支援強化（１件）

　空き家を対象とした施策について
は、「西東京市空き家等対策計画」の改
定に向けて、調査、研究を進めてまい
ります。

　空き家への積極的な行政関与の推進
（１件）

　空き家を対象とした施策について
は、「西東京市空き家等対策計画」の改
定に向けて、調査、研究を進めてまい
ります。

事案名　第５期西東京市子ども読書活動推進計画（素案）
�

▲

図書館p042－464－8240
【公表日】３月15日　【募集期間】１月15日～２月14日　【意見件数】25件（11人）

お寄せいただいた主な意見 検討結果
　電子書籍の有効性を否定するもので
はないが、リアルな本が予算面を含め
て相対的な位置づけ低下にならないこ
とを希望する。（１件）

　読書の形が多様化していることから、
子どもの読書の選択肢を増やすために
電子書籍の提供を進めるとともに、紙
の本も大切にしていきます。

　日本語を母語としない子ども達に、
丁寧な読書支援をお願いしたい。
（１件）

　日本語を母語としない子どもへの支
援として、図書館において、やさしい
日本語による情報提供や多文化おはな
し会、文化交流イベントなどの実施、
外国語絵本や、やさしい日本語で書か
れた日本語多読用の本を収集し、提供
してまいります。

寄せられた意見の
概要や市の検討結果を
お知らせします。

パブリックコメント
検討結果

　下表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を要約し、市の考え方を
まとめたものです。
　全文は、情報公開コーナー（田無庁舎５階）・市kでご覧になれます。

　はなバス停留所のネーミングライツ・パートナーおよび副バス停名称
が決定しました。対象の停留所では、現在の停留所名に加えて副バス停
名称が表示されるようになります。
□副バス停名称の使用期間　４月１日〜令和10年３月31日（２年間）

□ネーミングライツ・パートナー

はなバス
ネーミングライツ・パートナー決定

ネーミングライツ・
パートナー名 ルート 対象バス停 副バス停名称

ベストライフ
有限会社 第１ルート 保谷駅北口 LIXILリフォームショップ

ベストライフそば

如意輪寺 第２ルート 如意輪寺 武蔵野三十三観音霊場
第四番札所

奥山建設株式会社 鳥久保 奥山建設前
医療法人徳洲会
武蔵野徳洲会病院 第３ルート おおぞら公園西 武蔵野徳洲会病院前

西東京ガーデン 第４南ルート 府中道 西東京ガーデン前

▲

交通課op042－439－4435

南町遊水池
広場

南町遊水池
広場

西武新宿
線

西武新宿
線

西武柳沢
駅方面➡

西武柳沢
駅方面➡

⬅田無駅
方面

⬅田無駅
方面

柳沢
児童広場
柳沢
児童広場文

化
通
り

文
化
通
り

ありんこ広場ありんこ広場

新しい広場開園のお知らせ
　「南町遊水池広場」と「ありんこ
広場」が新たに開園します。全て
の人が気持ちよく利用できるよう
にルールを守ってご利用ください。
※南町遊水池広場はボール遊び可
a４月１日㈬午前９時から

□南町遊水池広場の利用時間
●４～９月：午前９時～午後６時
●10～３月：午前９時～午後５時

▲

みどり公園課
　p042－438－4045



無料市民相談

■専門相談（申込制）　※１枠30分　※相談は電話または対面
　専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、日常の問題や
手続などについて専門家が一緒に解決の糸口を探すものです。
□申込開始　３月18日㈬午前８時30分（★印は、３月４日から受付中）
□申込方法　市民相談室（田無庁舎２階）へ直接または電話
※同一案件の相談は１人１回までです。ただし、交通事故相談はおおむね３回までです。
※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j市民相談室np042－460－9805

内容 相談員 日時

法律相談 弁護士

４月３日㈮・９日㈭・10日㈮
午前９時～正午

４月１日㈬・７日㈫・14日㈫
午後１時30分～４時30分

交通事故相談 弁護士
★３月24日㈫ 午前９時30分～正午

４月２日㈭ 午後１時30分～４時

税務相談 税理士 ４月８日㈬ 午前９時～正午

不動産相談 宅地建物取引士
★３月27日㈮ 午前９時～正午

４月９日㈭ 午後１時30分～４時30分

登記相談 司法書士
★３月19日㈭ 午後１時30分～４時30分

★４月１日㈬ 午前９時～正午

表示登記相談 土地家屋調査士 ※４月１日号でお知らせします。

年金・労災・雇用保険
人事一般相談 社会保険労務士 ４月13日㈪ 午後１時30分～４時30分

行政相談 行政相談委員 ※４月15日号でお知らせします。

相続・遺言・成年後見等
手続相談 行政書士 ※４月１日号でお知らせします。

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室（田無庁舎2階） 平日　午前８時30分～午後５時

傍 聴 審議会な
ど

■学校施設適正規模・適正配置等
検討懇談会
a３月26日㈭午後１時30分
b田無庁舎５階
c適正規模の基準
e10人▲

教育企画課n
　p042－420－2822

■社会教育委員の会議
a３月27日㈮午後２時
b田無第二庁舎５階
c社会教育委員の活動ほか

e２人▲

地域学習推進課n
　p042－420－2831

凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

令和８年（2026年）３月15日号6 広報

診療
時間 午前９時～午後10時 午前９時～午後５時

午前	10時～	正午
午後	 1時～	4時
	 5時～	7時

15日
西東京中央総合病院
芝久保町２−４－19
※小児科は午後５時まで

p042－464－1511

さいとう小児科内科
クリニック
下保谷４−２－21
p042－421－7201

休日診療所
中町１－１－５
p042－424－3331
※歯科診療は行って
いません。
※受付時間は、各診療
終了時間の30分前まで

※診療時間は午後７時まで

20日
田無病院
緑町３−６−１
p042－461－2682

ますだ内科クリニック
芝久保町３－６－26
p042－463－1159

22日

佐々総合病院
田無町４－24－15
※小児科は午後４時
30分まで

p0570－01－3399

ひばりヶ丘クリニック
谷戸町２－15－11　
高野ビル１階
p042－422－2959

29日
武蔵野徳洲会病院
向台町３－５－48
※小児科は午後５時まで

p042－465－0700

西東京やぎさわクリニック
柳沢６−１−１　
HBビル２階
p042－450－7878

□東京都 子供の健康相談室
a ●平日：午後６時～翌午前８時　●㈯・㈰・㈷：午前８時～翌午前８時
　p＃8000（プッシュ回線の固定電話・携帯電話）／p03－5285－8898
□東京消防庁救急相談センター
a毎日24時間p＃7119（プッシュ回線の固定電話・携帯電話）／p042－521
－2323
□東京都 医療機関案内サービスひまわり
a毎日24時間p03－5272－0303
聴覚障害者向け専用ファクスl03－5285－8080

受診の際は、小児科など診療科目をお問い合わせのうえ
お出掛けください。

※発熱（１週間以内に発熱37.5℃以上を含む）など感冒症状のある方は、必ず電話
予約のうえ、ご来院ください。 なお、電話が混み合いつながりにくい場合もあり
ます。ご了承ください。　
※受診の際は、不織布マスクの着用をお願いします。
※感染拡大防止のため、電話予約のない方の鼻

び

腔
くう

拭い液での検査（インフルエンザ
検査など）はしていません。　　

医科
休日診療

歯科 受診の際は、お問い合わせのうえお出掛けください。

受付
時間 午前10時～午後４時

15日 たむらデンタルクリニック
東町４－13－23　メープルヴィレッジ１階　p042－439－4618

20日
おばら歯科医院
西原町５−３−１　レアール田無105
p042－451－6480

三浦歯科医院
ひばりが丘北４−５－17
p042－422－1870

22日 向台ソラーレデンタルケア
向台町４－21－11　p042－452－7799

29日 松本歯科医院
保谷町３－３－23　p042－467－9339

※マイナ保険証または資格確認書、
診察代をお持ちください。

固定資産税の減額

▲

資産税課np042－460－9830

　一定の要件を満たす改修工事を行っ
た家屋について、工事が完了した年の
翌年度分の当該家屋に係る固定資産税
を減額します（都市計画税を除く）。

住宅のバリアフリー改修
□減額分　３分の１（住宅面積100㎡まで）
□減額要件　①①新築日から10年以上経
過した市内の住宅に対し、一定のバリ
アフリー改修工事 ＊１を実施　②②工事
後３カ月以内に資産税課へ申告 ※申告
が期限内に間に合わない恐れがある場
合は、期限内に資産税課にご相談くだ
さい　③③65歳以上の方、要介護・要
支援認定を受けている方、障害者の方
が居住する家屋（賃貸住宅を除く）　④④
改修後の床面積が50㎡以上280㎡以
下　⑤⑤１戸当たりの工事費用が50万
円超（補助金などを除く自己負担額）
⑥⑥現在、新築住宅軽減および耐震改修
に伴う減額を受けていない家屋
□必要書類　①①住宅のバリアフリー改
修に伴う固定資産税の減額適用申告書
②②工事内容などが確認できる書類（工

事明細書・現場の写真など）と工事費用
の領収書の写し　③③納税義務者の住民
票　④④居住者の要件により次のいずれ
かの書類　●65歳以上…住民票　●要
介護・要支援…介護保険被保険者証の
写し　●障害者…障害者手帳の写し　
⑤⑤補助金などの交付を受けた場合は、
交付を受けたことが確認できる書類
＊１…廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
浴室・便所の改良、手すりの設置、屋
内の段差の解消、引き戸への交換、床
の滑り止め化

住宅の省エネ改修
□減額分　３分の１（改修工事により、
認定長期優良住宅になった場合は３分
の２）※住宅面積120㎡まで

□減額要件　①①平成26年４月１日以
前から市内にある住宅（賃貸住宅を除
く）に対し、一定の省エネ改修工事（熱
損失防止改修 ＊２）を実施　②②工事後
３カ月以内に資産税課へ申告 ※申告
が期限内に間に合わない恐れがある場
合は、期限内に資産税課にご相談くだ

さい　③③改修後の床面積が50㎡以上
280㎡以下　④④１戸当たりの工事費用
が60万円超（補助金などを除く自己負
担額）、または改修工事に係る費用が
50万円超であって、太陽光発電装置、
高効率空調機、高効率給湯器もしくは
太陽熱利用システムの設置工事に係る
費用と合わせて60万円超であること
⑤⑤現在、新築住宅軽減および耐震改修
に伴う減額を受けていない家屋
□必要書類　①①住宅の熱損失防止改
修等に伴う固定資産税の減額適用申告
書　②②増改築等工事証明書　③③工事
費用の領収書の写し　④④納税義務者
の住民票　⑤⑤交付または決定を受け
たことを確認できる書類（国または地
方公共団体から補助金などの交付を受
けた場合）　⑥⑥長期優良住宅の認定通
知書の写し（改修工事により、認定長
期優良住宅になった場合のみ）
＊２…窓・床・天井・壁の断熱性を高
める改修工事（外気などと接するもの
で、窓の改修を含めた工事であること
が必須）

住宅耐震改修工事
□減額分　２分の１（改修工事により、
認定長期優良住宅になった場合は３分
の２）　※住宅面積120㎡まで

□減額要件　①①昭和57年１月１日以
前から市内にある住宅に対し、現行の
耐震基準に適合させる耐震改修工事を
実施　②②工事後３カ月以内に資産税課
へ申告 ※申告が期限内に間に合わな
い恐れがある場合は、期限内に資産税
課にご相談ください　③③１戸当たりの
工事費用が50万円超
□必要書類　①①耐震基準適合住宅に係
る固定資産税の減額適用申告書　②②増
改築等工事証明書または住宅耐震改修
証明書　③③耐震改修工事費用の領収書
の写し　④④長期優良住宅の認定通知書
の写し（改修工事により、認定長期優
良住宅になった場合のみ）



みんなの伝言板
※特に記載のないものは、
無料です。
※内容についてのお問
い合わせは、各サーク
ルへお願いします。

　にしはらスポーツクラブでは屋
内外で、幼児からシニアまで楽し
めるさまざまな教室を行っていま
す。一緒に楽しみませんか。　
※体験教室あり

cバドミントン・ヨガ・ボッチャ・
グラウンドゴルフ・ターゲットバー
ドゴルフ・テニス・ミニバスケッ
トボール・キッズチア・フラダン
ス　g参加費・会費は教室によ
り異なります　
i jへ
□会員登録
　会員を随時募集しています。

g大人：3,600円、幼児～中学生：
1,500円、ファミリー会員：5,000
円
※80歳以上半額　※非会員でも
参加可能な教室あり

※詳細はjへ
jにしはらスポーツクラブ（西原
町４－５－６西原総合教育施設内）
　p042－467－9919▲

スポーツ振興課n
　p042－420－2818

jのk

「にしはらスポーツクラブ」
令和8年度会員・教室参加者募集

総合型地域スポーツクラブ

　市の木には、市のシンボルとして武蔵野
台地の象徴ともいえる「けやき」と、自然を
守り育てるイメージとして「はなみずき」を
指定しています。市の花には「つつじ」「ひ
まわり」「コスモス」「すいせん」と四季折々
の花を指定し、自然と緑のあるまちづくり
を目指すシンボルとしています。

市の木・市の花

「みんなの伝言板」（サークル紹介）は、
個人情報が含まれているため、　
削除してあります。
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市役所の郵便番号は個別番号です。田無庁舎敷地内：〒188－8666、保谷庁舎敷地内：〒202－8555で、この記入があれば、住所（所在地）は省略できます。

からの

お知らせ他機関 ※ マークがない
ものは、当日、
直接会場へ

「花粉の少ない森づくり」への
ご参加・ご協力をお願いします

　都民の約５割が花粉症で悩む中、東
京都では花粉の飛散を減らせるよう、
花粉を多く発生させるスギ・ヒノキ林
を伐採し、花粉の少ないスギなどに植
え替える花粉発生源対策（花粉の少な
い森づくり）を多摩地域で進めていま
す。この取組をより多くの都民の方に
知ってもらうため、花粉が多く飛散す
る時期を中心に、年間を通してさまざ
まな媒体での広報や都内各地で木工体
験、森林体験イベントなど広くPR活
動を行っています。また、「花粉の少
ない森づくり募金」へのご協力もお願
いしています。皆さまのご参加・ご協
力をお待ちしています。
※詳細は「花粉の少ない森づくり運動」kへ
j東京都農林水産振興財団
　p0428－20－8153

個別無料税務相談会

a４～12月：毎月２～３回㈬午前10
時～午後４時　b東京税理士会東村
山支部　c相続税・贈与税・所得税
などの相談（事前予約制）　※時間に限
りがありますので、複雑な相談は別途
有償で税理士にご依頼ください。
※jのkをご確認のうえ、お申し込
みください。
j東京税理士会東村山支部
　p042－394－7038

西東京中央総合病院
市民公開講座開催
「後悔しない補聴器選び」～最新
補聴器の紹介とその価格～

a３月21日㈯午後２時～３時　※当
日、直接会場へ（駐車場無料）　b西
東京中央総合病院
j経営企画課p042－464－1511

自動車の移転手続・廃車手続は
お済みですか？

　自動車税種別割は、毎年４月１日現
在、自動車検査証（車検証）に登録され
ている所有者（割賦販売の場合は使用
者）の方に課税されます。
　自動車を譲渡したときは「移転登録」、
廃車したときは「抹消登録」の手続が必
要です。手続が済んでいないと、手放
したはずの自動車に自動車税種別割が
課税され、トラブルの原因となります。
早めに管轄の運輸支局または自動車検
査登録事務所で手続を済ませてくださ
い。
j東京都自動車税コールセンター
　p03－3525－4066

パソコン・スマホ教室(４月)

□初めてパソコン・スマートフォンに
触れる方
①①パソコン無料体験・スマートフォン
無料体験
４月２・16日㈭午後
□パソコンを仕事や地域活動に生かし
たい方
②②パソコン入門(全４回)
４月３・10・17・24日㈮午前
③③WORD初級(全４回)
４月７・14・21・28日㈫午前
④④EXCEL初級(全４回)
４月７・14・21・28日㈫午後
d③・④は文字入力のできる方　
e各５人（①のスマートフォン体験の
み２人）　g①無料　②〜④8,000円
i開始日１週間前までに、往復はが
きで講座名・受講日・住所・氏名・電
話番号をjへ
b・jシルバー人材センター
　〒202-0021東伏見６－１－36
　p042－428－0787
西東京シルバー人材パソコン教室



※（　）は先月比　〈　〉は外国人住民

人口 ／20万7,097人（ ⇐   19）〈7,312人〉
世帯 ／10万4,147 （ ⇒   14）〈4,656〉

男 ／10万451人 （ ⇐   42）〈3,852人〉
女 ／10万6,646人（ ⇒   23）〈3,460人〉20万7,097人（ ⇐  19）西東京市の

人口と世帯
住民登録：令和８年３月１日現在総 人 口

公式
LINE

そのほか
公式SNS

発行／西東京市　編集／広報プロモーション課 p042－464－1311（代表） 　配布／西東京市シルバー人材センター p042－428－0787（不配のお問い合わせな
ど）

手話講習会
　市の登録手話通訳者を養成する講習
会を開催します。
a①①初級クラス：４月16日㈭から毎週
㈭午後７時～９時（全36回）　②②中級
クラス：４月７日㈫から毎週㈫午後７
時～９時（全36回）　③③上級クラス：
４月７日㈫から毎週㈫午後２時～４時

（全36回）　④④登録試験対策クラス：
４月６日㈪から毎週㈪午前10時～正午

（全32回）　b障害者総合支援センター
フレンドリー　d在住で次に該当す

る方　①手話未経験者　②初級修了者
（要修了証）　③中級修了者（要修了証）
④通訳養成修了者（要修了証）　e①
30人（申込順）　②～④若干名
i３月16日㈪～26日㈭に、①は市k
から、②〜④は住所・氏名・連絡先を
メールでjへ
j運営委員会事務局
mnishitokyoshi.shuwa
kou@gmail.com▲

障害福祉課n
　p042－420－2804 市k

西東京P r i d eP r i d e

西東京市民の庵
あんの

木
き

菜
な

名
な

選手が
国際大会に出場しました！

　西東京市民の庵木菜名選手が、令和７年12月７日〜14日に開催され
た「Dubai 2025 Asian Youth Para Games」に出場し、第４位の結果
を収めました！▲

スポーツ振興課np042－420－2818

庵木菜名選手 日本ボッチャ協会提供

ボッチャ

福祉・健康
離乳食講習会スタート

a４月13日㈪午前10時15分～11時
（受付：10時から）　b田無総合福祉セ
ンター　c離乳食開始から初期のお
話　d在住で３〜５カ月の第一子の
保護者　e30組
i４月６日㈪までに市kから▲

子ども家庭課o
　p042－438－4037

離乳食講習会ステップ（保育あり）

a４月15日㈬午前10時30分～11時
45分（受付：10時15分から ）　b田無
総合福祉センター　c離乳食の中期
から後期のお話、歯科のお話　d在
住の６～８カ月の子どもの保護者　
e16組（第一子優先）
i４月１日㈬までに、メールで件名

「離乳食ステップ」・希望日・住所・保
護者氏名・子どもの氏

ふ り が な

名・子どもの生
年月日・第○子・電話番号を下記へ▲

子ども家庭課o
　p042－438－4037
　m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp

個別育児相談会

a４月６日㈪午前９時30分～11時の
間で１人30分程度　b防災・保谷保
健福祉総合センター２階　c身長・
体重測定と、育児・母乳・栄養・歯科・
遊び方・お母さんの健康などについて
の個別相談　d乳幼児と保護者
i３月30日㈪までに、電話で下記へ▲

子ども家庭課o
　p042－438－4037

市k

手当助成・補助
○子・○青 医療証をお送りします  

　○乳 医療証をお持ちで、有効期間が
３月末日の方（平成31年４月２日～令
和２年４月１日生まれ）へ、４月から
使用できる○子 医療証をお送りします。
また、現在○子 医療証をお持ちで、有
効期間が３月末日の方（平成22年４月
２日～平成23年４月１日生まれ）へ、
４月から使用できる○青 医療証をお送
りします。
　本制度の対象となる方で医療証をお
持ちでない方は申請が必要ですので、
下記へお問い合わせください。▲

子ども若者応援課n
　p042－460－9840

コミュニティ
まますた

a４月15日㈬午前９時30分～11時
（受付：９時15分から）　b防災・保谷
保健福祉総合センター３階　c第一
子出産後まもない時期のママたちのフ
リートーキング・情報交換　d在住
の４カ月ごろまでの乳児とその母親　
e８組（申込順）
i４月８日㈬までに、電話・メール
で件名「まますた」・希望日・母親と乳
児の氏

ふ り が な

名・乳児の生年月日と月齢・出
産した場所（医療機関名など）・電話番
号・住所（町名）を下記へ▲

子ども家庭課o
　p042－438－4037
　m fami-boshi@city.nishitokyo.lg.jp

令和８年（2026年）３月15日号8 広報

3/20㈷▶️4/5㈰ 午前９時30分～
午後５時

※３月23日㈪は休館

128 こんにゃく石
い し

春の企画展「石のイロイロ」 　皆
み な

さんは「こんにゃく石
い し

」を知
し

っ
ていますか？普

ふ

通
つ う

の岩
が ん

石
せ き

は鉱
こ う

物
ぶ つ

の
粒
つ ぶ

が隙
す き

間
ま

なく集
あ つ

まってできていま
すが、「こんにゃく石

い し

」は鉱
こ う

物
ぶ つ

（石
せ き

英
え い

）の粒
つ ぶ

と粒
つ ぶ

の間
あいだ

に、わずかな隙
す き

間
ま

があります。鉱
こ う

物
ぶ つ

の粒
つ ぶ

は、その
隙
す き

間
ま

の分
ぶ ん

だけ動
う ご

くため「こんにゃ
く石

い し

」は曲
ま

げることができます。
かつて鉱

こ う

物
ぶ つ

の粒
つ ぶ

と粒
つ ぶ

の間
あいだ

を埋
う

めて
いたものは、地

ち

下
か

水
す い

などに溶
と

けて
なくなったと考

かんが

えられています。
ただ「こんにゃく」という表

ひょう

現
げ ん

は大
お お

げさです。実
じ っ

際
さ い

は、薄
う す

く加
か

工
こ う

した
岩
が ん

石
せ き

の板
い た

が少
す こ

しだけ曲
ま

がる程
て い

度
ど

で
す。
　学

が く

術
じゅつ

的
て き

な呼
よ

び名
な

はイタコルマイ

ト（itacolumite）といい、ブラジ
ルやインド産

さ ん

のものが有
ゆ う

名
め い

です。
多

た

摩
ま

六
ろ く

都
と

科
か

学
が く

館
か ん

では、３月
が つ

2
は つ か

0日
から始

は じ

まる春
は る

の企
き

画
か く

展
て ん

「石
い し

のイロ
イロ」でブラジル産

さ ん

の「こんにゃく
石
い し

」を展
て ん

示
じ

します。興
きょう

味
み

のある方
か た

はぜひ見
み

に来
き

てください。

「こんにゃく石」が曲がっている様子

　「石」っていったい何なのでしょう？岩石
と鉱物の違いや、誕生石や隕石、身近なと
ころにある岩石を紹介します。４月３日㈮
～５日㈰は「火星隕石」の展示があります。
g入館券520円（4歳～高校生210円）
i当日開催時間中、直接会場へ（自由参加）
□協力　国立極地研究所
b・j多摩六都科学館
　p042－469－6100
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